
公 告 第 １ 号 

令和６年１２月２３日 

 

公    告 
 

                        分任契約担当官 

                        陸上自衛隊春日井駐屯地 

                        第４０８会計隊春日井派遣隊長  赤塚 弘樹 

                                       （公 印 省 略） 

 

 次のとおり一般競争入札を行うので、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承

知の上参加されたい。 

 

１ 競争入札に付する事項 

件  名 規  格 単位 数量 履行場所 履行期間 

給食業務部外委託 仕様書のとおり ST １ 陸上自衛隊 

春日井駐屯地 

令和７年４月１日（火）～

令和８年３月３１日（火） 食器洗浄作業等部外委託 仕様書のとおり ST １ 

 

２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

  別紙のとおり 

 

３ 契約条項を示す場所等 

 (1)  入札関係書類は、令和６年１２月２３日（月）から入札日まで中部方面会計隊のＨＰ

（https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin）でダウンロード若しくは陸上自衛隊春日井駐屯地第４

０８会計隊春日井派遣隊において交付を行う。なお、メール又はＦＡＸによる交付にも対応する。 

 (2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。

（メール又はＦＡＸ可） 

 

４ 競争入札執行の場所及び日時 

 (1) 場 所 

   陸上自衛隊春日井駐屯地 第４０８会計隊春日井派遣隊 入札室 

 (2) 時 期 

   令和７年２月４日（火）１３時１０分から 

 

５ 保証金等に関する事項 

 (1) 入札保証金：免除 

   ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契

約締結に応じないものとみなし、落札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。 

 (2) 契約保証金：免除 

   ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金とし

て徴収する。 

 

６ 落札決定方式 

  総品目総額 

 

７ 入札の無効 

 (1) 第２項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札 

 (2) 入札金額及び入札者の氏名が判別し難い入札 

 (3) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

８ その他 

 (1) 郵便入札は、令和７年２月３日（月）１７時００分必着分までを有効とする。入札書を郵送する

旨を事前に連絡するとともに便着を確認すること。 

https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin


   なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。 

   一の案件が再度入札となった場合に再度入札への参加を希望する場合には、郵便入札においても

再度入札のための入札書を併せて送付すること。 

 (2) 電報・電話・ＦＡＸ・メール等による入札は認めない。 

 (3) 代表者以外での入札は、入札開始までに委任状を提出すること。 

 (4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第４０８会計隊春日井派遣隊事務所で閲覧できる。また、

陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも閲覧できる。 

 (5) 市場価格調査への協力を依頼する。 

 (6) 問い合わせ先 

  ア 入札に関する事項 

    〒４８６－８５５０ 春日井市西山町無番地 

    陸上自衛隊春日井駐屯地 第４０８会計隊春日井派遣隊 

    担 当：赤塚 

    ＴＥＬ：０５６８－８１－７１８３（内線３４５） 

    ＦＡＸ：０５６８－８１－９０７２ 

  イ 仕様書に関する事項 

    陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊 補給科糧食班 

    担 当：山本 

    ＴＥＬ：０５６８－８１－７１８３（内線３４０） 

 (7)  本公告は、下記に掲示している。 

ア 陸上自衛隊豊川駐屯地  第３０８会計隊 掲示板 

イ 陸上自衛隊久居駐屯地  第３３７会計隊 掲示板 

ウ 陸上自衛隊守山駐屯地  第４０８会計隊 掲示板 

エ 陸上自衛隊春日井駐屯地 第４０８会計隊春日井派遣隊 掲示板 

オ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ 

https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin 

 

 
        E-mail      中部方面会計隊 HP 

               ☟           ☟ 

    

 

 

  

https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin


別 紙 

給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項 

 

１ 入札参加資格 

  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

 (1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

同条中の特別の理由がある場合に該当する。 

 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

 (3) 令和４・５・６年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」で東

海・北陸地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。（入札参加時にお

いては、令和４・５・６年度の競争参加資格を有しており、令和７・８・９年度も引き続き資格を

申請して認められることを前提とする。また、防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を申請中の

場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。いずれの場合も申請の結果、規定の資格

を有しない場合には入札参加は無効とする。） 

  ア Ａ、Ｂ、Ｃ等級に格付けされた者 

  イ Ｄ等級に格付けされた者は、同一献立を一度に３００食以上提供する集団給食業務を１年間以

上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者 

 (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第１１４７号

（２７．１２．２）「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について（通達）」に基づく

指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同

種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

 (6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真

にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 

 (7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近１年間において保険料等の滞納がないこ

と。 

 (8) 陸上自衛隊春日井駐屯地（以下「官側」という。）における給食業務部外委託及び食器洗浄作業等

部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに

整えることができることを証明できる者であること。 

 (9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 

(10) 次項第３号アに示す入札関係書類について、合格であった者 

 

２ 入札及び契約締結に係る業務予定 

  本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和７年度予算が成立することを

条件とする。 

 (1) 仕様書の配布 

   令和６年１２月２３日（月）から入札までの間、次の場所において配布する。 

  ア 陸上自衛隊春日井駐屯地第４０８会計隊春日井派遣隊事務室 

  イ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin） 

 (2) 入札説明会 

   一同に会しての説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を

要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。 

 (3) 入札関係書類提出 

  ア 提出書類 

   (ｱ) 資格審査結果通知書 

     令和４・５・６年度の競争参加資格（全省庁統一資格）に係る資格審査結果通知書の写し

（令和４・５・６年度及び令和７・８・９年度の競争参加資格が申請中で当該通知書を受けて

いない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出更新手続完了後、

当該通知書の写しを提出するものとする。） 

   (ｲ) 令和６年度分社会保険（健康保険及び厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び労働者災

害補償保険）の納入証明書 

     

 

https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin


   (ｳ) 業務提案書 

     仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に

記載すること。 

    ａ 実施態勢 

     (a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等 

      aa 勤務予定表案（調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の 1か月分

を作成すること。氏名の記載は不要）（属紙第１「「勤務予定表案」の例」参照） 

      ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった

場合の処置対策（属紙第２「「採用・運用計画等」の例」参照） 

      ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積（衛生用消耗品含む）（属紙第３「「受託者が準

備する消耗品及び使用見積」の例」参照） 

     (b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置 

      aa （給食業務の場合のみ）炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの

調理工程表及び作業人員見積（属紙第４「「調理工程表」参照） 

      ab （給食業務及び食器洗浄共通）仕様書に示す「配食人員の配置（基準）」又は「食器

洗浄人員の配置（基準）」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明（属紙第５

「「配食（食器洗浄）人員の配置」の例」参照） 

     (c) 管理態勢及び連絡態勢 

      aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図（氏名及び連絡先の

記載は不要）（様式随意） 

      ab 欠員が生じた際の処置要領（フロー、マニュアル等）（様式随意） 

      ac 安全管理計画（様式随意） 

     (d) 従業員の教育研修態勢 

      aa 社内教育の実施計画（様式随意） 

      ab 新規採用者の教育態勢（様式随意） 

    ｂ 食品衛生管理 

     (a) 衛生管理計画 

      aa 作業従事者等の健康管理の取り組み（様式随意） 

      ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期（ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載）

（様式随意） 

      ac ノロウイルス等感染症罹患（疑いを含む。）発生時の対応要領（様式随意） 

     (b) 衛生事故への対応 

       報告態勢、社内マニュアル等（様式随意） 

    ｃ 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況 

     (a) 不履行内容（減額されたものを含む。様式随意） 

      aa 駐屯地名及び時期 

      ab 業務不履行の内容及び発生原因 

     (b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策（様式随意） 

      aa 改善に当たり取り組んだ事項 

      ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策 

  イ 提出期限 

    令和７年１月１７日（金） 

  ウ 提出方法 

    陸上自衛隊春日井駐屯地 第４０８会計隊春日井派遣隊に持参又は郵送すること。 

 (4) 入札関係書類の審査 

   前号アに掲げる提出書類を審査し、１項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。な

お、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めること

がある。 

 (5) 入札参加資格に係る審査結果の通知 

   令和７年１月２４日（金）までに書面により通知する。 

 (6) 審査結果に対する疑義の申し立て 

   審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して２日

以内に書面をもって申し立てることができる。当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受

理した日の翌日から起算して２日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１



条第１項各号に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に書面により

回答する。ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。 

 (7) 入札及び開札 

  ア 時 期 

    令和７年２月４日（火）１３時１０分から 

  イ 場 所 

    陸上自衛隊春日井駐屯地第４０８会計隊春日井派遣隊入札室 

  ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載

する。 

  エ 郵便による入札の場合は令和７年２月３日（月）必着とし、郵便による応札である旨を必ず電

話連絡すること。 

 (8) 落札者の決定 

   第１項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第８５条の規定

により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合

は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力す

るものとする。 

 (9) 業務の引継ぎ 

   落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。 

(10) 契約書の作成（契約締結） 

  ア 全 般 

    落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担

当官等が記名押印して契約締結とする。 

  イ 落札者の提出 

   (ｱ) 提出期限 

     落札決定の翌日から起算して７日以内（休日を含まない。）とする。ただし、契約担当官等

の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 

   (ｲ) 提出方法 

     陸上自衛隊春日井駐屯地第４０８会計隊春日井派遣隊事務室に持参又は郵送すること。 

  ウ 契約書の作成（契約締結）時期 

    令和７年４月１日 

  エ 様 式 

    陸上自衛隊標準契約書 

  オ 付帯する特約条項 

   (ｱ) 部分払に関する特約条項 

   (ｲ) 談合等の不正行為に関する特約条項 

   (ｳ) 暴力団排除に関する特約条項 

  カ 添付する書類 

    仕様書 

 

３ 委託費の支払い方法 

 (1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が

適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から３０日以内に支払

う。 

 (2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものであ

る。ただし、次項第２号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支

払うものとし、次項第３号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるも

のとする。 

 

４ 委託費の減額等 

 (1) 本委託業務に係る改善指示 



   官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足され

ない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やか

に文書により勧告する。 

   受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、１週間

以内に改善を図らなければならない。官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができ

る。ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 

   なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第１１４７号（２７．１２．２）第４項

（指名停止に至らない場合の警告等）に基づく通知等を行うものとする。 

 (2) 委託費の減額 

   受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に

応じて発生１回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。 

  ア 給食業務 

減額の対象となる事案 減額の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（ただし、次に掲げる場

合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。） 
不履行部分の期間割合×契約金額 

食事提供の遅延（遅延することが明白で、現場責任者の

同意を得て官側が支援した場合を含む。） 
０．５％×1か月分の委託費 

人員不足による支援要請等 

・ 官側支援（遅延することが明白で、現場責任者の同意を 

得て官側が支援した場合） 

・ 献立変更（加工食材等への変更） 

・ 調理要領の変更 

・ 切裁要領の変更 

・ 事前盛付による非適温食の提供 

・ 盛付要領の変更（複数食材の同一食器への盛付等） 

０．５％×1か月分の委託費 

調理する食数誤り（喫食者に対する配食ができなかった

場合に限る。） 
０．５％×1か月分の委託費 

  イ 食器洗浄作業等 

減額の対象となる事案 減額の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（ただし、次に掲げる場

合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行

しなかった場合を含む。） 

不履行部分の期間割合×契約金額 

人員不足による官側支援 ０．５％×1か月分の委託費 

仕様書に示す作業場の不備 

・ 官側指定の要領に基づかない食器、食缶等の洗浄（洗い 

出し等）（洗浄の時間内未完了を含む。） 

・ 官側指定の要領に基づかない食堂、厨房等の清掃 

０．５％×1か月分の委託費 

(3) 違約金 

   受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場

合は、区分に応じて発生１回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側

が指定する方法により支払わなければならない。 

  ア 給食業務 

違約金の対象となる事案 違約金の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（ただし、食中毒の発生、

菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。） 

１０％～２０％（※） 

×前号の減額分 

食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止（食事

への異物混入を含む。） 
１％×１か月分の委託費 

文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出し

ない又は改善計画が遵守されない場合 

３％～１０％（※） 

×１か月分の委託費 

官側に提出する書類等への虚偽記載 １０％×１か月分の委託費 



   ※ 割合は契約担当官等が設定する。 

イ 食器洗浄作業等 

違約金の対象となる事案 違約金の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（ただし、食中毒の発生、

菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。） １０％～２０％（※） 

×前号の減額分 
現場責任者の不在 

食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止 １％×１か月分の委託費 

文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出し

ない又は改善計画が遵守されない場合 

３％～１０％（※） 

×１か月分の委託費 

官側に提出する書類等への虚偽記載 １０％×１か月分の委託費 

※ 割合は契約担当官等が設定する。 

(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償 

  ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前２号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合

及び前２号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害

額を賠償する義務を負う。 

  イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、

当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。 

 

５ 契約内容の変更 

  官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ

変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 

 

６ 本委託業務の引継ぎ 

受託者は、令和８年４月１日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出が

あった場合は、当該引継ぎが令和８年３月３１日までに完了するよう協力しなければならない。 

 

７ その他 

(1) 代表者以外の者が入札に参加する場合、入札までに委任状を提出すること 

(2) 市場価格調査等にご協力をお願いします。 

(3) 各種質問・調整、仕様書等の交付及び現地確認等について、いずれも行政機関の休日に関する法

律（昭和 63年法律第 91号）第１条第１項に規定する行政機関の休日及び 12/26～1/5 の間は対応

できませんのでご了承ください。 

(4) 問い合わせ 

ア 入札に関する事項 

    〒４８６－８５５０ 春日井市西山町無番地 

    陸上自衛隊春日井駐屯地 第４０８会計隊春日井派遣隊 担 当：赤塚 

    ＴＥＬ：０５６８－８１－７１８３（内線３４５） 

    ＦＡＸ：０５６８－８１－９０７２ 

  イ 仕様書に関する事項 

    陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊 補給科糧食班 担 当：山本 

    ＴＥＬ：０５６８－８１－７１８３（内線３４０） 

 (5)  本公告は、下記に掲示している。 

ア 陸上自衛隊豊川駐屯地  第３０８会計隊 掲示板 

イ 陸上自衛隊久居駐屯地  第３３７会計隊 掲示板 

ウ 陸上自衛隊守山駐屯地  第４０８会計隊 掲示板 

エ 陸上自衛隊春日井駐屯地 第４０８会計隊春日井派遣隊 掲示板 

オ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ 

https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin 
          

E-mail ☞           中部方面会計隊 HP ☞ 

               

https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin


属紙第１

１　必要人員数

 (1)　調理作業人員

朝食：平日○○人／土日祝日○○人、昼食：平日○○人／土日祝日○○人、夕食：平日○○人／土日祝日○○人

 (2)　配食作業人員

朝食：平日○○人／土日祝日○○人、昼食：平日○○人／土日祝日○○人、夕食：平日○○人／土日祝日○○人

２　シフト別勤務時間

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C

2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C

3

④

⑤

6

7

⑧

⑨

10

⑪

凡例Ａ：４：３０～１３：３０（８時間労働１時間休憩）　　Ｂ：９：００～１８：００（８時間労働１時間休憩）

Ｃ：１１：００～１９：００（７時間労働１時間休憩）　　休：休務　　丸数字：調理師免許保有者　　　　現場責任者又は代理者

「勤務予定表案」の例

現場責任者

作
業
従
事
者

 



属紙第２

１　○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画（例）

確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考

現場責任者 ① 弊社所属 ・　引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有

2 弊社所属 ・　引き続き○○駐屯地勤務

3 弊社所属 ・　引き続き○○駐屯地勤務

④ 弊社所属
・　現在弊社の別部署○○にて勤務
・　○○から異動予定（調整済）

調理師免許保有

⑤ 弊社所属
・　現在弊社の別部署○○にて勤務
・　○○から異動予定（検討中）※１、※２

調理師免許保有

6 弊社所属
・　業務開始前（○月○日まで）に新規採用予定　※
２

・・・

凡例　○数字：調理師免許保有者

２　予定人員数を確保できなかった場合の処置対策
　　○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応（※１）
　　新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して
　募集を継続（※２）

「採用・運用計画等」の例

作
業
従
事
者



属紙第３

（注）計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。

【給食業務】

No 使用区分 品　　名 使用見積数（月） 使用見積数（年） 備考

1 作業従事者個人用 マスク （例）1,200枚 （例）14,400枚 3枚/人日×12人×31日=1,116枚/月

2 作業従事者個人用 個人用被服 ○○人分 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等

3 作業従事者個人用 使い捨て手袋 ・・・ ・・・

・・・

【食器洗浄】

No 使用区分 品　　名 使用見積（月） 使用見積（年） 備考

1 作業従事者個人用 マスク （例）1,200枚 （例）14,400枚 3枚/人日×12人×31日=1,116枚/月

2 作業従事者個人用 個人用被服 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等

3 作業従事者個人用 使い捨て手袋

・・・

「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例

 

  



属紙第４ 

朝食（２００食）

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50

02815 ぶりの照焼き

40241b ぶり切身（冷凍） 1切

74006l ぶり照り焼のたれ 10

04940 ほうれん草ごまあえ

36267  ほうれん草 50

40381  竹輪 10

35018b (耐久)すりごま 3

33003  (耐久)白砂糖 4

47007  (耐久)濃口醤油 3

04636 大根水菜のドレッシングあえ

36132  大根 40

36072  水菜 15

41229a (冷凍)蒸し鶏ほぐし身 20

31014b すりおろし野菜ドレッシング 7

09160 切干大根炒め煮

36136  切干大根(せん切り) 7

34040  油揚 10

36212  にんじん 10

36011a 冷凍さやいんげん 6

31020  (耐久)サラダ油 1

47007  (耐久)濃口醤油 4

33003  (耐久)白砂糖 2.5

46025  (耐久)みりん 1

77019b ◎(耐久)だしの素（減塩タイプ） 1

03520 みそ汁

32045  さつまいも 30

34032c 木綿豆腐 15

36274  みつば 5

77019b ◎(耐久)だしの素（減塩タイプ） 1

61012b (耐久)給食用ﾋﾞﾀﾐﾝﾐｯｸｽ 1

47045a (耐久)ミックスみそ 10

09907 グレープフルーツ

37062  グレープフルーツ(ホワイト) 90

33005  (耐久)グラニュー糖 2

【50%】①00012 御飯（白）

31083  (耐久)精米 120

30007  (耐久)ビタミン強化米 0.6

【50%】①00293 十八穀御飯

31083  (耐久)精米 105

30007  (耐久)ビタミン強化米 0.6

80050  十八穀ごはんの素 8

料理名 食材名 使用量 調理指示

調理工程表

本飯喫

６時

検食・警衛隊

５時４時 15

配食終了

７時切り方

55

配食開始 終了調理開始 終了 下処理・仕込み開 終了
温蔵庫

温

保冷庫

Ｒ2 Ｒ1

冷蔵庫予冷庫

予

ウｵー

ウ 凍

冷凍庫

常

常温

携行食 交代時間 （ ）監督官 チェック次亜交換

８時

 



昼食（３００食）

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50

04840 鶏ささみホイル味噌焼き

41217  鶏ささみ 3本

36153  玉葱 30

36212  にんじん 10

36245  ピーマン 10

47044  (耐久)白みそ 15

33003  (耐久)白砂糖 4

46001  (耐久)料理酒 6

46025  (耐久)みりん 6

07010 線キャベツ

36061  キャベツ 30

36128  貝割れ大根 5

36263  ブロッコリー 20

77039c チョレギサラダドレッシング 2

00157 ツナおろし冷奴

34033b 絹ごし豆腐 112

40263  (耐久)シーチキンLフレーク 10

36132  大根 40

36228  万能ねぎ 5

47110a (耐久)味ポン酢(卓上用) 10

03955 とうがんスープ

36173a 早生とうがん 50

36032  おくら 10

47069  おろししょうが 2

39040  (耐久)若布 1

47093  (耐久)ガラスープ(顆粒) 2

47089  (耐久)塩(1kgﾊﾟｯｸ) 0.2

46001  (耐久)料理酒 3

47009  (耐久)薄口醤油(1.8L) 2

44002  (耐久)ゴマ油 0.5

47065  (耐久)胡椒 0.1

00862 手作りベイクドチーズケーキ

43039  クリームチーズ 20

33003  (耐久)白砂糖 8

42004  鶏卵（粒揃い） 10

43014  生クリーム 20

37156a レモン果汁(500ml) 1

30031  (耐久)小麦粉(1kg) 3

09926 牛乳

43003b 牛乳(C) 50

43005  低脂肪加工乳 50

【20%】①00012 御飯（白）

31083  (耐久)精米 120

30007  (耐久)ビタミン強化米 0.6

【80%】①00982 桜えびと天かすの御飯

31083  (耐久)精米 110

30007  (耐久)ビタミン強化米 0.6

47030a (耐久)めんつゆ(濃縮) 12

40324b 素干し桜えび 2

31006  天かす 5

35018c (耐久)炒りごま（白） 2

36228  万能ねぎ 5

39004a (耐久)細切りのり 1

料理名 食材名 使用量 調理指示

配食開始 終了調理開始 終了 下処理・仕込み開 終了
温蔵庫

温

保冷庫

Ｒ2 Ｒ1

冷蔵庫予冷庫

予

ウｵー

ウ 凍

冷凍庫

常

常温

調理工程表

9時 10時 11時 12時

検食・警衛隊 早飯喫 本飯喫食

切り方
13時

配食終

携行食 交代時間 （ ）監督官 チェック次亜交換 



夕食（２００食）

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50

00692 太刀魚の野菜あんかけ

40198  たちうお切り身 3切

61015d てんぷら粉 25

44008  (耐久)NagaMochiキャノーラ油 21

36153  玉葱 20

36212  にんじん 20

36245  ピーマン 10

36247a 赤パプリカ 10

77019b ◎(耐久)だしの素（減塩タイプ） 1

47007  (耐久)濃口醤油 5

46025  (耐久)みりん 3

33003  (耐久)白砂糖 2

46001  (耐久)料理酒 3

32034  (耐久)でん粉 3

01114 生野菜（サニーレタス）

36315  サニーレタス 25

36156  レッドオニオン 10

36182  トマト 40

30049  サウザンアイランドドレッシング 2

30054  野菜いっぱいﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和風玉ねぎ 2

04520 手作りポテトサラダ

32017  じゃがいも（ﾒ-ｸｲﾝ） 80

36065  きゅうり 15

36212  にんじん 10

36153  玉葱 10

36180a (耐久)ｽｲ-ﾄｺ-ﾝ缶(ﾎ-ﾙ) 5

47042  (耐久)マヨネーズ 16

47065  (耐久)胡椒 0.1

47089  (耐久)塩(1kgﾊﾟｯｸ) 0.2

00152 かぼちゃそぼろ煮(小)

36048  かぼちゃ 70

41230a 鶏挽肉 10

64051a おからこんにゃく 10

36226  白ねぎ 10

44002  (耐久)ゴマ油 1

33003  (耐久)白砂糖 3

47007  (耐久)濃口醤油 4

77019b ◎(耐久)だしの素（減塩タイプ） 1

46025  (耐久)みりん 2

46001  (耐久)料理酒 3

36021  冷凍絹さや 8

00317 シャキシャキスープ

41130  豚モモ 15

36291  緑豆もやし 25

36072  水菜 15

36061  キャベツ 7

47093  (耐久)ガラスープ(顆粒) 2

47089  (耐久)塩(1kgﾊﾟｯｸ) 0.3

47065  (耐久)胡椒 0.02

44002  (耐久)ゴマ油 0.5

00878 ２層の手作りパンナコッタ

41002  アガー 0.4

33003  (耐久)白砂糖 4

43003b 牛乳(C) 35

43014  生クリーム 10

60052  バニラエッセンス 0.1

41002  アガー 0.3

37030  100%オレンジジュース 25

09929 果汁ドリンク

37149a 100%アップルジュース 30

37030  100%オレンジジュース 30

37063  100%グレープジュース 30

【20%】①00012 御飯（白）

31083  (耐久)精米 120

30007  (耐久)ビタミン強化米 0.6

【80%】①00661 もち麦入り混ぜ込みツナピラフ

31083  (耐久)精米 84

61006b もち麦ごはんの素 14

30007  (耐久)ビタミン強化米 0.4

47027b (耐久)コンソメスープ(顆粒) 2.4

40263  (耐久)シーチキンLフレーク 20

66175a ミックスベジタブル 20

36153  玉葱 20

44017b (耐久)バター 1.4

47089  (耐久)塩(1kgﾊﾟｯｸ) 0.5

47065  (耐久)胡椒 0.5

料理名 食材名 使用量 調理指示

調理工程表

14時 15時 16時 17時

（1515）

検食・警衛隊 早飯喫
配食終

１５
切り方

配食開始 終了調理開始 終了 下処理・仕込み開 終了
温蔵庫

温

保冷庫

Ｒ2 Ｒ1

冷蔵庫予冷庫

予

ウｵー

ウ 凍

冷凍庫

常

常温

18時

本飯喫

携行食 交代時間 （ ）監督官 チェック次亜交換 

 



属紙第５ 

「配食（食器洗浄）人員の配置」の例 

 

（注）仕様書に準拠し、施設等の特性を踏まえ、主な任務等及び人員数を図示等により理解容易なように説明する。 

【配食作業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【食器洗浄】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食業務役務仕様書 

 
 

 

 

 

自 令和７年 ４月 １日 

至 令和８年 ３月３１日 

 

春日井駐屯地業務隊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書管理者：春日井駐屯地業務隊総務科長 

作成年月日：６．１２．９ 

保存期間 ：１年（８．３．３１まで保存） 

枚 数  ：１３枚  



 

１ 

 

仕 様 書 

   

 調達要求番号： 

陸上自衛隊仕様書 

物品番号       仕 様 書 番 号 ：Ｃ－Ｚ０３０１６ 

給食業務の部外委託 

作     成 令和 ６年１２月 ９日 

変    更        令和  年  月  日 

作成部隊等名        春日井駐屯地業務隊 

  

1 総 則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊の春日井駐屯地（以下，「官側」という）における給食業務の部外委

託について規定する。 

1.2 用語の定義 

 この仕様書で使用する用語の定義は，次に定めるところによる。 

a) 契約担当官 

  給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者 

b) 検査官 

  契約担当官の任命を受けて，補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査

を行う者 

c) 監督官 

  契約担当官の任命を受けて，補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程におけ

る監督を行う者 

d） 受託者 

  給食業務の部外委託契約を請け負う者 

e） 作業従事者  

この役務に直接従事する者 

f） 現場責任者  

作業現場における一切の責任を有し，作業従事者の管理，技術指導，官側との交渉等に従事す

る者 

g） 作業従事者等  

現場責任者及び作業従事者 

h） 調理師  

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条に規定する調理師免許を有する者 

1.3 本委託業務の概要 

   官側の施設，器材等を使用して，官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が

示す調理指示に従い調理し，指定された食事時間内に配食，並びに，これらに付随する食材，調

味料などの運搬，調理器材，用具の手入れ及び指定場所への格納，厨房の清掃を行うものである。 

   駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表 1 のとおりであるが，災害等の不測事

態，訓練等により食数の増減，食事時間並びに献立を変更する場合があり，受託者は官側との調

整により柔軟に対応するものとする。 
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表 1－駐屯地食堂における１日あたりの標準的な食数及び配食レーン 

区 分 平 日 休日（土・日・祝日） 

朝食 

食数 ２５０食 １３０食 

食事時間 ０６０５～０６５０ ０６０５～０６５０ 

曹士食堂 ２コ配食レーン  

幹部食堂   

昼食 

食数 ３００食 ８０食 

食事時間 １１３０～１２４０ １１３０～１２４０ 

曹士食堂 １～２コ配食レーン １コ配食レーン 

幹部食堂 １コ配食レーン  

夕食 

食数 ２５０食 ８０食 

食事時間 １６３０～１７５５ １６３０～１７４０ 

曹士食堂 １コ配食レーン １コ配食レーン 

幹部食堂   

詳細は，別紙第１「令和６年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」参照 

 

2 本委託業務に必要な態勢 

2.1 実施態勢 

受託者は，官側が示す献立，予定喫食者数，配食レーン数等に応じ，別紙第１「令和６年度に

おける食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第２「春日井駐屯地食堂における

配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完遂するために必要な作業従事者の数を官側と

協議の上，自らの判断で決定し，調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受け

るとともに，次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 

a) 現場責任者 

受託者は，委託業務実施間，次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するも

のとする。また，現場責任者が休暇等により不在となる場合は，受託者はあらかじめ現場責任者

と同様の要件を具備する代理の者を選任し，現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとら

なければならない。 

なお，現場責任者は前述の責任を作業しながらでも権限を執行できる状態を前提に，作業従事

者との兼任を妨げない。 

1) 本委託業務に必要な知識，技術を有すること。 

2) 作業全般を統括する能力を有し，作業従事者を指導・監督できること。 

3) 官側との交渉等に関する権限を有し，速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 

4) 前３号に示す能力，知識，権限等を有する者の判断基準は，受託者の正規社員であり，同一

メニューを１回３００食以上提供する集団給食業務経験を１年以上有し,かつ調理師免許を保

有する者とする。受託者は，その証明を 5.3に示す時期までに提出するものとする。   

5)  現場責任者は日本国籍を有し，かつ日本語で意思疎通ができること。 

ｂ) 作業従事者 

作業従事者は，次の要件を満たす者とする。 

 1)  調理作業においては，常時１名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。 

 2)  作業従事者は日本国籍を有し，かつ日本語で意思疎通ができること。 
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2.2 食品衛生管理 

安全な給食を安定供給するため，次に掲げる法令等を遵守する。この際，以下の法令等は入札

又は見積書の提出時における最新版とする。 

1) 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

2) 食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号） 

3)  食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号） 

4)  大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省 平成９年３月２４日付け衛食第８５号別添） 

  ※ ただし，５（４）③に記述される，「１０月から３月までの間には月に１回以上又は必要

に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については，官側としてこれを要求しない。

受託業者が自主的に実施する場合は，受託業者の負担とする。 

5) 愛知県食品衛生条例（平成１２年３月２８日条例第１０号）  

6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下,「感染症法」という。）（平

成１０年法律第１１４号） 

7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（以下，「感染症法施行規

則」という。）（平成１０年厚生省令第９９号） 

2.3 確保されるべき業務の質 

a)  指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え，食事終了時間まで喫食者へ配食

すること 

b)  衛生的な食事を提供すること。 

c)  隊員の満足向上を図ること。 

2.4 作業従事者の服務 

    作業従事者の春日井駐屯地における一般的な遵守事項は，隊員に準ずるものとする。 

 

3 本委託業務の細部内容                                                           

3.1 全般  

a) 作業実施間の服装は，常に清潔な調理服，エプロン，マスク，手袋等を着用するとともに，名

札を付けること。また，現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの（帽

子等）を装着する。 

b) 現場責任者（必要に応じ作業従事者）は，官側が実施する調理ミーティング等に参加して，調

理工程，配食時の作業従事者の配置等，調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るもの

とする。 

c) 現場責任者は，食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し，作業

従事者に対し指示するものとする。 

d） 作業従事者等は，食中毒予防及び異物混入防止の観点から，大量調理施設衛生管理マニュアル

を遵守するとともに，身体を常に清潔に保ち，時計，装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。

また，名札，腕章等が容易に脱落しないように装着する。筆記具等の持ち込みが必要な場合も，

食品への異物混入を防止するため，必要最小限とし，脱落，紛失しないように管理する。 

3.2 調理作業 

調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき，官側の準備した献立表，食材などに

よって，洗米・炊飯，食材の下処理，煮込み，焼き，揚げ，ゆ（茹）で，いた（炒）め，蒸し， 

レトルト品（市販品又は官給品の携行食を含む。）のボイルなどを実施する。 

3.3 配食作業 



 

４ 

 

調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき，食品及び食器の配置，盛り付 

け（飯缶への詰め替えを含む。） ，隊員等への配食を実施する。 

3.4 調理・配食に付随する作業 

3.4.1 食材・調味料等の受領 

   現場責任者は，官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。 

3.4.2 給食器材・用具などの洗浄，整備及び格納   

調理器材，用具などの使用後の洗浄，消毒，整備及び格納を実施する。 

3.4.3 厨房内の清掃作業 

厨房（下処理室，残飯庫，冷凍庫，冷蔵庫等の付帯設備を含む。）の清掃及び調理作業などに

よって発生した残菜，残飯，廃油などの処理を実施するものとする。 

3.4.4  配食要領 

   隊員の喫食予定者が，４００名以上の場合又は複数献立の際は２レーンで実施する。 

  

4 監督及び検査 

a) 朝食，昼食，夕食の各作業の実施間又は検食後，裁断要領，調理作業（洗米・炊飯，食材の下

処理，煮込み，焼き，揚げ，ゆ（茹）で，いた（炒）め，蒸し，味付けなど），配食作業，衛生及

び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は，現場責任者はその

指示に基づき対応するものとする。  

b) 各食の作業開始時及び作業が終了したときは，検査官から次の判定基準に基づき検査を受ける 

ものとする。 

c) 官側が行う検食時刻は，食事時間の２０分前（朝食は３５分前）を基準とする。 

 

5 その他 

5.1 作業に関する指示 

a) 給食器材などの使用に当たっては，次の事項を遵守するものとする。 

1) 安全に万全を期す。 

検査の時期等 検査項目 判定基準 

その日の作業
開始時 

実施態勢 
・献立、予定喫食者数、配食レーン及び配置基準等に基づ
き、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されているか 

衛生管理 

・作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管
理態勢は確率されているか 
・業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人
用被服等身だしなみは良好か 

朝，昼，夕各食
の調理作業終
了時 

調理状況 
・官側の指定した食材の使用，裁断・調理要領及び調理数に
基づく作業が実施されていたか 
・大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理、温度
管理、二次汚染の防止及び検食の保存がなされていたか 

朝，昼，夕各食
の配食作業終
了時 

配食状況 ・官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか 
・配食開始は遅延せず、定められた時間に配食されたか 

その日の作業 
終了時 

器材洗浄及び
厨房等の清掃
状況等 

・官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・
格納がなされていたか 

・器具等の員数は不足していなかったか 
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2) 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において 

処置をするものとする。 

3) 使用前の安全点検，使用後の点検・手入れによって，給食器材の故障の未然防止に努める。 

 4) 使用する施設及び器材などは，本業務以外に使用してはならない。 

b) 現場責任者は，作業従事者等の故意又は過失によって食材，施設，器材等に損害を与えた場合

は，速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに，官側の指示に基づき受託者の責任

と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。 

c) 受託者は，本役務の実施に際して，施設の使用，火災予防，施設・区域の立ち入り，車両の乗

り入れ等について官側の指示に従うものとする。 

d) 受託者は，官側が受検する各種検査等（会計検査，会計監査，給食審査，保健所等の立入検査，

防火点検等）及び教育実習生の受入れに協力するものとする。 

e) 受託者及び作業従事者等は，業務実施上知り得た情報を他に漏らし，又は利用してはならない。

また，契約終了後又は契約解除後も同様とする。 

f) 作業従事者等の，新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関

しては，感染症法及び感染症施行規則に基づくとともに，必要な検査費用等は，受託者の負担に

よるものとする。 

5.2 官側からの通知事項 

   官側からの通知事項は，表 2のとおりとする。 

表 2―官側からの通知事項 

通知事項 通知頻度 通知時期（基準） 備 考 

給食予定人員 月１回 翌月分を前月 
１０日まで 

４月分は左記に関わらず引継
ぎ期間に通知 

献立表 月１回 同 上 同 上 

確定人員 
献立材料表 

週３回 当該給食日の３～
７日前基準 

下記の通り通知することを例
とする。 
１ 前週月曜日に，次週火～ 
木曜日分を通知 

２ 前週木曜日に，次週金～
月曜日分を通知 

調理及び配食細部要領 平日毎日 平日朝９時２０分  
各種検査等及び実習生
の受入れ 

 当該月の１か月前
の１０日まで 

 

   5.3 提出書類 

   受託者が，官側に提出する書類は，表 3のとおりとする。 

表 3―提出書類一覧 

提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考 

現場責任者の勤務経験関
連資料 

年１回 業務開始 
１カ月まで 

 

作業従事者一覧 年１回 同 上 提出後，従事者に変更があれば
その都度提出する。 

作業従事者の調理師免許
の写し(免許保有者のみ) 

年１回 同 上 同 上 
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提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考 

作業従事者検便結果 

月１回以
上 
 
６月～９
月は月２
回 

毎月１０日まで
（ただし，受託年
度４月分は業務開
始の２０日前ま
で） 
６～９月は１０
日，３０日 

１ 検便結果には，腸管出血性
大腸菌症検査を含めること。 

２ 検便実施機関発行の結果
を提出 

３ 従事者に変更があればそ
の都度提出する。 

作業従事者勤務割振表 
（勤務予定表） 

月 1回 
翌月分を 
前月２５日まで 

１ 受託年度４月分は業務開
始の２０日前まで 

２ 従事者の変更の都度提出
し,官側の確認を受けるもの
とする。 

保健所等による営業許可

証の写し 
年１回 

業務開始 

１０日前まで 
 

 

5.4 受託者が使用できる国有財産  

a) 施 設 

本委託業務に関係する陸上自衛隊春日井駐屯地食堂，厨房，控室及び更衣室 

b) 設 備 

別紙第３「春日井駐屯地食堂設備」    

c) 経費負担区分 

前２号の使用に伴う電気，ガス，水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。ただし，

受託者の故意又は過失により施設，設備等に損害を与えた場合は，官側の指示に基づき受託者の

費用負担において修復等を行う。受託者は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官と協

議するものとする。 

5.5 受託者の経費区分  

5.4において官側負担とした費用を除き，作業従事者の被服，清掃用具，洗剤，事務用品，各

種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。 

 別紙第４「（給食業務）年間を通じて必要となる消耗品のリスト（基準）」 

5.6 本委託業務の引継ぎ 

当該年度の受託者は，翌年度４月１日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関す

る申し出があった場合は，当該引継ぎが当該年度内３月３１日までに完了するよう協力しなけ

ればならない。 

5.7 飲食店営業許可 食品衛生法第５４条に基づき，政令で定める飲食店営業施設に該当するので，

受託者は，契約に伴い食品衛生法第５５条の１項の規定に基づき，厚生労働省令で定めるところ

により，給食施設（駐屯地隊員食堂）における飲食店営業（一般食堂）の営業許可を受けなけれ

ばならない。 

契約が終了し，給食を廃止する場合は，食品衛生法施行細則第５条の２，第６項に規定する「給 

食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。 

5.8 仕様書に関する疑義  

受託者は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官と協議するものとする。



最大値
（食）

最小値
（食）

平均値
（食）

合計
（食）

Ａ

作業人員（人）
Ｂ

１人当たりの作
業時間（時）

Ｃ

総作業時間
（人・時）
Ｂ×Ｃ

朝 226 161 196.1 3726 4.5 83 3.8 313.7 44.9
昼 344 201 266.2 5057 5 167 3.4 574.5 30.3
夕 245 73 180.0 3420 4 105 3.4 359.1 32.6
計 － － － 12203 13.5 355 － 1247.3 －

※ 朝 95 55 85.0 850 3 12 3.2 38.4 70.8
昼 62 54 59.1 591 4 30 3.7 111.0 19.7
夕 61 53 57.4 574 5 19 4.0 76.0 30.2
計 － － － 2015 12 61 － 225.4 －

朝 231 104 196.9 3741 4.5 80 3.8 304.0 46.8
昼 331 134 279.7 5315 5 161 3.5 563.5 33.0
夕 244 75 183.9 3495 4 91 3.3 300.3 38.4
計 － － － 12551 13.5 332 － 1167.8 －

※ 朝 126 54 85.3 1023 3 12 3.3 39.6 85.3
昼 106 53 61.8 741 4 35 3.3 115.5 21.2
夕 73 56 58.3 700 5 25 4.0 100.0 28.0
計 － － － 2464 12 72 － 255.1 －

朝 234 127 182.2 3644 4.5 79 3.8 300.2 46.1
昼 311 186 249.2 4983 5 158 3.4 537.2 31.5
夕 255 78 177.6 3552 4 97 3.4 329.8 36.6
計 － － － 12179 13.5 334 － 1167.2 －

※ 朝 264 143 183.4 1651 3 12 3.5 42.0 137.6
昼 342 60 122.0 1098 4 34 2.8 95.2 32.3
夕 235 56 90.3 813 5 24 4.0 96.0 33.9
計 － － － 3562 12 70 － 233.2 －

※　休日の朝食は部隊配食（パン又はおにぎり）

　　　　　　　別紙第１

令和６年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値（４～６月分）

月 区分

食数

現場責任者
（人・時）

作業員

作業員１人当たり食数
Ａ÷Ｂ

６月

平日

休日

７

４月

平日

休日

５月

平日

休日



最大値
（食）

最小値
（食）

平均値
（食）

合計
（食）

Ａ

作業人員（人）
Ｂ

１人当たりの作
業時間（時）

Ｃ

総作業時間
（人・時）
Ｂ×Ｃ

朝 296 159 233.2 5131 4.5 87 3.8 330.6 59
昼 376 201 296.9 6531 5 179 3.5 626.5 36
夕 305 101 222.6 4898 4 105 3.3 346.5 47
計 － － － 16560 13.5 371 － 1303.6 －

※ 朝 264 143 183.4 1651 3 9 3.4 30.6 183
昼 342 60 122.0 1098 4 48 3.4 163.2 23
夕 235 56 90.3 813 5 35 4.0 140.0 23
計 － － － 3562 12 92 － 333.8 －

朝 262 131 208.9 3552 4.5 81 3.8 307.8 44
昼 393 176 296.4 5038 5 160 3.4 544.0 31
夕 300 89 203.8 3464 4 95 3.3 313.5 36
計 － － － 12054 13.5 336 － 1165.3 －

※ 朝 184 42 104.6 1464 3 10 3.5 35.0 146
昼 80 49 59.9 838 4 32 2.9 92.8 26
夕 77 51 60.6 848 5 22 4.0 88.0 39
計 － － － 3150 12 64 － 215.8 －

朝 260 201 229.9 4369 4.5 76 3.8 288.8 57
昼 406 267 313.0 5947 5 157 3.6 565.2 38
夕 284 112 217.6 4135 4 94 3.4 319.6 44
計 － － － 14451 13.5 327 － 1173.6 －

※ 朝 152 127 135.7 1493 3 11 3.5 38.5 136
昼 160 55 74.6 821 4 35 3.0 105.0 23
夕 121 54 68.6 755 5 24 4.0 96.0 31
計 － － － 3069 12 70 － 239.5 －

※　休日の朝食は部隊配食（パン又はおにぎり）

９月

平日

休日

８

７月

平日

休日

８月

平日

休日

令和６年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値（７～９月分）

月 区分

食数

現場責任者
（人・時）

作業員

作業員１人当たり食数
Ａ÷Ｂ



最大値
（食）

最小値
（食）

平均値
（食）

合計
（食）

Ａ

作業人員（人）
Ｂ

１人当たりの作
業時間（時）

Ｃ

総作業時間
（人・時）
Ｂ×Ｃ

朝 349 271 301.2 6626 4.5 81 3.8 307.8 82
昼 414 251 349.9 7697 5 173 3.6 622.8 44
夕 394 91 276.7 6087 4 99 3.4 336.6 61
計 － － － 20410 13.5 353 － 1267.2 －

※ 朝 183 95 139.6 1256 3 9 3.5 31.5 140
昼 195 70 107.3 966 4 31 3.0 93.0 31
夕 168 65 107.9 971 5 22 4.0 88.0 44
計 － － － 3193 12 62 － 212.5 －

※１　休日の朝食は部隊配食（パン又はおにぎり）

※２　１１月～３月については、食数変動のため参考値から除外

令和６年度における食数予定及び作業に必要従事者数の参考値（１０月分）

月 区分

食数

現場責任者
（人・時）

作業員
作業員１人当たり

食数
Ａ÷Ｂ

１０月

平日

休日

9



区分 主な任務 １レーン時配置人員 ２レーン時配置人員

全般 現場責任者 １ １

飯、食器、飲物等の補充 １ １

配食等担当 菜皿、洋皿（主菜）担当 ２ ２

小鉢等（副菜）担当 ２ １

２レーン時の 兼務 １

汁担当 １ ２

幹部食堂担当 １ １

人員合計 ８ ９

春日井駐屯地食堂における配食人員の配置（基準） 別紙第２
１
０



１１

数　量 備　考

縦型ガス炊飯器１号 ７台

適温・選択配食器材 ３台

ドライ式かまどガス回転式 １台

ドライ式蒸気式煮炊釜 ３台

連続式揚物機 １台

蒸し器１号（カートイン） １台

野菜切菜用調理機 ２台

スチームコンベクション ２台

保温庫 ２台

配食室用保冷庫 １台

ティルティングパン ２台

ガススープレンジ １台

パススルー冷蔵庫 ３台

食器消毒保管庫 ４台

解凍庫 １台

シンク・調理台 １５台

まな板 １４枚

スープウォーマーカート ４台

包丁 １０丁

厨芥処理機 １台

電磁調理器 １台

電子ジャー １台

圧力炊飯器 １台

球根皮むき機1号 １台

ドライ式水圧洗米器1号 １台

ブラストチラー １台

低速脱水器 １台

厨　房 ２７０．１９㎡

裁断室 ３１．０６㎡

下処理室 １４．８８㎡

厨芥処理室・ゴミ置場 １７．０１㎡

更衣室、控室 ３６．４７㎡

別紙第３

春日井駐屯地食堂設備

区　　　分

厨房器材及び器具

厨房等施設



１２」

別紙第４

No 指定品 品　名 消費基準 規格参考

1 ユニフォーム一式 一式／人年 各サイズ(ＳＳ、Ｓ、Ｍ，Ｌ)

2 白長靴 一足／人年 ２２．５cm～２８㎝、抗菌、耐油性

3 コックシューズ（白） 一足／人年 ２２．５cm～２８cm、抗菌、耐油性

4 ニトリル手袋（ブルー） ５枚／人日 各サイズ(ＳＳ、Ｓ、Ｍ，Ｌ)、１００枚入り

5 エンボス手袋ロング（ブルー） ２枚／人日 ロング、３０枚入り

6 軍手 ３５組／人年

7 耐熱手袋 １０組／人年

8 不織布マスク（耳かけ） ２枚／人日

9 不織布マスク（頭かけ） ２枚／人日

10 ゴミ袋 １３枚／日 ４５ℓ、７０ℓ

11 ＯＫ袋 １５枚／日 №１４規格袋

12 ラップ １００ｍ／日 ３０×１００

13 ラップ １２０ｍ／日 ４５×５０

14 クッキングペーパー ２００本／年 ３３×３０

15 アルミ箔 １０本／年 ３０×１００

16 ペーパータオル １００枚／日 ２００枚入り

17 ダスター １６０枚／月 ピンク、ブルー

18 キッチン用洗剤（中性洗剤） ０．４ℓ／日

19 除菌漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム） １５ℓ／月

20 アルコール消毒 １．２ℓ／日

21 手洗い石鹸 ２ℓ／月

22 爪ブラシ ２コ／人年 ブラシホルダー付

23 スポンジ １４４個／年 ※ １２箇所、毎月交換

24 亀たわし(大) ３６個／年 ※ ３箇所、毎月交換

25 ライスネット ２８枚／年 ※ ６カ月交換

26 油凝固剤 ５００ｇ／週

27 スチコン用洗剤 ５ℓ／月

28 ☆ スチコン用専用固形洗剤 １ケース／月 全自動洗浄用固形洗剤（コメットタフナータブレット）

29 ☆ スチコン用専用粉末リンス剤 １ケース／月 全自動洗浄用専用粉末リンス剤（コメットタフナーリンスアップ）

30 ボイラーソルト25㎏ １袋／月 ２５㎏入り／１袋

31 ☆ クイックロンプレート １年分 業務用殺虫機専用殺虫剤（業者依頼）

備考：同等品（官側承認）を可とする。物品には必ず記名すること。

年間を通じて必要となる消耗品のリスト（基準）
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仕 様 書 

  調達要求番号： 

陸上自衛隊仕様書  

物品番号       仕 様 書 番 号：Ｃ－Ｚ０３００１７        

食器洗浄作業及び食堂清掃作業部外委託 

作   成  令和  ６年１２月  ９日  

変   更  令和   年   月   日  

作成部隊名  春日井駐屯地業務隊  

  

1 総 則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊の春日井駐屯地（以下「官側」という。）食堂において実施するに

ついて規定する。 

1.2 用語の定義 

この仕様書で使用する用語の定義は，次に定めるところによる。 

a) 契約担当官 

  食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者 

b) 検査官 

  契約担当官の任命を受けて，補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に 

係わる契約履行の適否の検査を行う者 

c) 監督官 

  契約担当官の任命を受けて，補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に 

係わる契約履行の過程における監督を行う者 

d） 受託者 

  食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者 

e） 作業従事者  

この役務に直接従事する者 

f） 現場責任者  

作業現場における一切の責任を有し，作業従事者の管理，技術指導，官側との 

交渉等に従事する者 

1.3 本委託業務の概要 

  官側の施設，器材を使用して，食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室，厨房及び糧食倉庫を除く。)

の清掃及びこれらに付随する作業，並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 

 駐屯地において，洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表１のとおりであるが，災

害等の不測事態，訓練等により食数の増減，喫食時間の変更をする場合があり，受託者は官側と

の調整により柔軟に対応するものとする。 

 

2  役務に関する要求 

2.1  作業の条件 

2.1.1  受託者の作業条件 

   受託者の作業条件は，次による。 

a) 日々の作業において，現場責任者を１名配置するものとし，官側が示す予定喫 

食者数等に応じ，別紙第１「令和６年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」

及び別紙第２「春日井駐屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として，作業従事

者を適切に配置するものとする。 

b) 作業従事者については，身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとと 

もに，事故防止，秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 

c) 受託者の経費負担は，次のとおりとし，作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよ

う準備するものとする。 

 1) 作業用被服類，食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品 



２ 

 

2) 保健衛生用消耗品 

 3) その他，官側の準備するもの以外全て 

   別紙第３「（食器洗浄及び清掃作業業務）年間を通じて必要となる消耗品のリスト（基準）」 

  d) 器材などの使用に当たっては，次の事項を遵守するものとする。 

1) 安全に万全を期す。 

2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処

置をするものとする。 

 3) 使用前の安全点検，使用後の点検・手入れによって，器材の故障を未然に防止する。 

なお，施設及び器材などの維持，修理は原則として官側の負担とする。 

e) 本役務の実施に伴い，故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた 

場合は，速やかに監督官又は検査官に報告するとともに，受託者の責任において 

速やかに現状に復旧するものとする。 

f) 使用する施設及び器材などは，本業務以外に使用してはならない。 

2.1.2 作業従事者の服務 

   作業従事者の春日井駐屯地内における一般的な遵守事項は，隊員に準ずるものとする。 

2.1.3 作業従事者の作業条件 

   作業従事者の作業条件は，次による。 

a) 日本国籍を持ち，心身ともに作業に支障のない者。 

b) 現場責任者は，勤務時間中，常時青腕章などを装着し，所在を明確にする。 

2.2 作業の内容 

2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業 

a) 喫食後の食器類を食器洗浄機，洗剤などを使用して洗浄し，食器かごなどに分類・整理して

収納の上，指定の場所に格納する。この際，食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚

れている場合は洗浄・手入れする。 

b) 配食後の食缶類を水槽，洗剤などを使用して洗浄し，指定の場所に格納する。 

この際，保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 

c) 食器洗浄機，水槽，その他洗浄に使用した器材・用具は，使用後に洗浄・手入 

れし，指定の場所に格納する。 

d) 作業終了後，食器洗浄室を清掃する。 

2.2.2 食堂（事務室，厨房及び糧食保管庫を除く。）の清掃及びこれに付随する作 

業 

a) 喫食終了後，食卓，椅子，食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。 

b) 喫食終了後，食堂の床，ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。特に 

汚れている箇所は水洗いする。 

c) 作業終了後，清掃器材・用具を手入れし，指定の場所に格納する。 

2.3 作業量                                    

2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は，表１を基準とする。 
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表１ 

月 

    作業区分 

 

 

種 類 

１日当たりの平均予定数量 

平日 休日 

朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食 

 
飯  わ  ん 

250個 300個 250個  
80個 80個 

 
汁  わ  ん 

250個 300個 250個 
 

80個 80個 

菜皿又は洋皿 
250個 300個 250個 

 
80個 80個 

小    皿 
250個 300個 250個 

 
80個 80個 

小    鉢 
250個 300個 250個 

 
80個 80個 

湯  の  み 
250個 300個 250個 

 
80個 80個 

盆 
250個 300個 250個 

 
80個 80個 

は    し 
250個 300個 250個 

 
80個 80個 

食 

缶 

類 

食缶（飯用） 4個 6個 5個  
 2個 2個 

食缶（汁用） 2個 2個 2個  
1個 1個 

食缶（菜用） 6個 10個 6個  
5個 5個 

 

注     記 

 

 

    

2.3.2  各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表２を基準とす 

る。 

表２ 

区     分 面積又は数量 

食     堂 617.87 ㎡  

食 器 洗 浄 室  90.68 ㎡  

食     卓 90 個  

い     す 360 個  

食 卓 備 付 品 90 組  

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

2.4 作業開始時刻及び終了時刻は，表３を基準とする。 

表３ 

区   分 開始時刻 終了時刻 

朝 食 作 業 6 時  05 分 8 時   05 分 

昼 食 作 業 10 時  30 分 13 時  30 分 

夕 食 作 業 16 時  30 分 18 時  30 分 

 

2.5 その他  

作業の内容，作業量，作業開始時刻及び終了時刻については，日々の監督官が作業の都度指示

する。 

 

3 監督及び検査 

a) 各作業の実施時間，作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は，現場責任者は適

切に対応するものとする。  

b)  各食の作業開始時及び作業が終了したときは，検査官から次の判定基準に基づき検査を受け

るものとする。 

検査の時期等 検査項目 判定基準 

その日の作業開始時 

実施態勢 

献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、

業務を履行するに足る作業従事者等が確保され

ているか 

衛生管理 

作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録

等の衛生管理態勢は確立されているか 

業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従

事者の個人用被服等身だしなみは良好か 

朝，昼，夕各食の食

器洗浄作業時 

食器、食缶等の洗浄状

況 

官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の

洗浄・手入れを行ったか 

指定した数量の食器、食缶等を、時間内に洗浄

したか 

朝，昼，夕各食の清

掃作業時 
清掃状況 

官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食

卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか 

朝，昼，夕各食の作

業終了時 

器具・用具等の洗浄状

況等 

官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の

洗浄・清掃・格納がなされていたか 

器具等の員数は不足していなかったか 

 

4 その他の指示 

4.1 衛生に関する事項 

 衛生に関する事項は，次による。 

a) 受託者は，厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル（以下，“マニュアル”という。）」

に定める調理従事者等の衛生管理に基づき，作業従事者の衛生管理を行うものとする。 

b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し，損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場

合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。 



５ 

 

c) 受託者は，官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確

認し，不適格と指示した者は，就業させてはならない。 

d) 作業従事者等の，新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関し

ては，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成１０年厚生省令

第９９号）に基づくとともに，必要な検査費用等は，受託者の負担によるものとする。 

4.2 提出書類     

受託者が，官側に提出する書類は，表 4のとおりとする。 

表４―提出書類一覧 

提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考 

作業従事者一覧 年１回 
業務開始 

１カ月前まで 

提出後，従事者に変更があれば

その都度提出する。 

作業従事者検便結果 月１回以上 

毎月１０日まで

（ただし，受託

年度４月分は業

務開始の２０日

前まで） 

 

１ 検便結果には，腸管出血性大

腸菌症検査を含めること。 

２ 検便実施機関発行の結果を

提出 

３ 従事者に変更があればその

都度提出する。 

作業従事者勤務割振

表 

（勤務予定表） 

月１回 
翌月分を前月２

５日まで 

１ 受託年度４月分は業務開始

の２０日前まで 

２ 従事者の変更の都度提出し,

官側の確認を受けるものとす

る。 

※１ 提出時期に間に合わないことが予想された場合，受託者は速やかに官側へ通知し，今後の

対応について協議するものとする。 

 

4.3 作業の完了届  

作業の完了届は，官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式によ   

り行うものとする。 

4.4 仕様書に関する事項  

受託者は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官と協議するものとする。 

 

 

 

 



最大値
（食）

最小値
（食）

平均値
（食）

合計
（食）

Ａ

作業人員（人）
Ｂ

１人当たりの作
業時間
（時）Ｃ

総作業時間
（人・時）
Ｂ×Ｃ

朝 226 161 196.1 3726 4 66 4 264 56
昼 344 201 266.2 5057 4 75 4 300 67
夕 245 73 180.0 3420 3.5 68 3.5 238 50
計 － － － 12203 11.5 209 － 802 －

※ 朝 95 55 85.0 850 4 0 0 0 0
昼 62 54 59.1 591 4 18 4 72 33
夕 61 53 57.4 574 3.5 22 3.5 77 26
計 － － － 2015 11.5 40 － 149 －

朝 231 104 196.9 3741 4 65 4 260 58
昼 331 134 279.7 5315 4 69 3.9 269.1 77
夕 244 75 183.9 3495 3.5 75 3.5 262.5 47
計 － － － 12551 11.5 209 － 791.6 －

※ 朝 126 54 85.3 1023 4 0 0 0 0
昼 106 53 61.8 741 4 22 4 88 34
夕 73 56 58.3 700 3.5 22 3.5 77 32
計 － － － 2464 11.5 44 － 165 －

2 5 8
朝 234 127 182.2 3644 4 64 4 256 57
昼 311 186 249.2 4983 4 64 3.9 249.6 78
夕 255 78 177.6 3552 3.5 67 3.5 234.5 53
計 － － － 12179 11.5 195 － 740.1 －

※ 朝 264 143 183.4 1651 4 0 0 0 0
昼 342 60 122.0 1098 4 22 4 88 50
夕 235 56 90.3 813 3.5 22 3.5 77 37
計 － － － 3562 11.5 44 － 165 －

　　　　　　　別紙第１

令和６年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値（４～６月分）

月 区分

食数

現場責任者
（人・時）

作業員
作業員１人当たり

食数
Ａ÷Ｂ

６月

平日

休日

6

４月

平日

休日

５月

平日

休日

※　休日の朝食は部隊配食（パン又はおにぎり）



最大値
（食）

最小値
（食）

平均値
（食）

合計
（食）

Ａ

作業人員（人）
Ｂ

１人当たりの作
業時間
（時）Ｃ

総作業時間
（人・時）
Ｂ×Ｃ

朝 296 159 233.2 5131 4 69 4 276 74
昼 376 201 296.9 6531 4 74 4 296 88
夕 305 101 222.6 4898 3.5 84 3.5 294 58
計 － － － 16560 11.5 227 － 866 －

※ 朝 264 143 183.4 1651 4 0 4 0 0
昼 342 60 122.0 1098 4 20 4 80 55
夕 235 56 90.3 813 3.5 19 3.5 66.5 43
計 － － － 3562 11.5 39 － 146.5 －

朝 262 131 208.9 3552 4 65 4 260 55
昼 393 176 296.4 5038 4 65 4 260 78
夕 300 89 203.8 3464 3.5 75 3.5 262.5 46
計 － － － 12054 11.5 205 － 782.5 －

※ 朝 184 42 104.6 1464 4 0 4 0 0
昼 80 49 59.9 838 4 21 4 84 40
夕 77 51 60.6 848 3.5 21 3.5 73.5 40
計 － － － 3150 11.5 42 － 157.5 －

2 5 8
朝 260 201 229.9 4369 4 60 4 240 73
昼 406 267 313.0 5947 4 63 4 252 94
夕 284 112 217.6 4135 3.5 70 3.5 245 59
計 － － － 14451 11.5 193 － 737 －

※ 朝 152 127 135.7 1493 4 0 4 0 0
昼 160 55 74.6 821 4 22 4 88 37
夕 121 54 68.6 755 3.5 22 3.5 77 34
計 － － － 3069 11.5 44 － 165 －

令和６年度における食数予定及び作業に必要な従事者数なの参考値（７～９月分）

月 区分

食数

現場責任者
（人・時）

作業員
作業員１人当たり

食数
Ａ÷Ｂ

９月

平日

休日

7

７月

平日

休日

８月

平日

休日

※　休日の朝食は部隊配食（パン又はおにぎり）



最大値
（食）

最小値
（食）

平均値
（食）

合計
（食）

Ａ

作業人員（人）
Ｂ

１人当たりの作
業時間
（時）Ｃ

総作業時間
（人・時）
Ｂ×Ｃ

朝 349 271 301.2 6626 4 65 4 260 102
昼 414 251 349.9 7697 4 74 4 296 104
夕 394 91 276.7 6087 3.5 77 3.5 269.5 79
計 － － － 20410 11.5 216 － 825.5 －

※ 朝 183 95 139.6 1256 4 0 4 0 0
昼 195 70 107.3 966 4 10 4 40 97
夕 168 65 107.9 971 3.5 17 3.5 59.5 57
計 － － － 3193 11.5 27 － 99.5 －

※１　休日の朝食は部隊配食（パン又はおにぎり）

※２　１２月～３月については、食数変動のため参考値から除外

１０月

平日

休日

令和６年度における食数予定及び作業に必要従事者数なの参考値（１０月分）

月 区分

食数

現場責任者
（人・時）

作業員
作業員１人当たり

食数
Ａ÷Ｂ

8



区分 主な任務 人員 総合計

全般 全般指示、作業全般 １

５シンク シンクの食器等を食洗器へ流す ２

格納 洗浄が完了した食器等をカゴへ入れ食器消毒保管庫へ格納 ２

春日井駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置（基準）
別紙第２

９



１０」

別紙第３

No 指定品 品　名 消費基準 規格参考

1 ユニフォーム一式 一式／人年 各サイズ(ＳＳ、Ｓ、Ｍ，Ｌ)

2 白長靴 一足／人年 ２２．５cm～２８㎝、抗菌、耐油性

3 コックシューズ（白） 一足／人年 ２２．５cm～２８㎝、抗菌、耐油性

4 エンボス手袋 １枚／人日 各サイズ(ＳＳ、Ｓ、Ｍ，Ｌ)、１００枚入り

5 ニトリル手袋（ブルー） ３枚／人日 各サイズ(ＳＳ、Ｓ、Ｍ，Ｌ)、１００枚入り

6 エンボス手袋ロング（ブルー） ２枚／人日 ロング、３０枚入り

7 軍手 １５組／人年

8 不織布マスク（耳かけ） １枚／人日 ５０枚

9 ゴミ袋 各２枚／日 ４５ℓ、厚口、１０枚×５０冊

9 ゴミ袋 各２枚／日 ７０ℓ、１０枚×３０冊

10 ペーパータオル １００枚／日 ２００枚入り

11 テーブル用紙ナプキン（ティッシュ） ６袋／日 １Ｐ２００枚入り

12 ダスター ４０枚／月 ピンク、ブルー、１００枚

13 キッチン用洗剤（中性洗剤） １．６ℓ／日 ４ℓ

14 洗濯用洗剤 ２．８ｋｇ／月 ８ｋｇ

15 キッチンハイター（ワイド） １０ℓ／月 食器用、３．５ℓ

16 キッチン（Ｅ） １０ℓ／月 清掃用、４．５ℓ

17 マジックリン １０ℓ／月 ４．５ℓ

18 トイレ洗剤 ２ℓ／月

19 アルコール消毒 ０．３ℓ／日 ４ℓ

20 手洗い石鹸 ８ℓ／月 ４ℓ

21 爪ブラシ ２コ／人年 ブラシホルダー付

22 スポンジ １１５個／年 ※ １２箇所、毎月交換

23 亀たわし(大) ２４個／年 ※ ２箇所、毎月交換

24 ゴミネット ９０枚／月 ※　はし入れに使用

25 メリヤスネット ３００枚／年 ２０ｋｇ、２５枚

26 ナイロンデッキブラシ １４本／年

27 水切りデッキブラシ ７本／年

28 モップ １０本／年

29 モップ絞り器 ２個／年

30 ほうき ３本／年

31 ちりとり ２個／年

32 食洗機洗剤 ３．５本／月 リキッドＰＡ、１２㎏

33 厨芥処理機洗剤 １本／月 スクリーン洗剤

備考：同等品（官側承認）を可とする。物品には必ず記名すること。

年間を通じて必要となる消耗品のリスト（基準）



入札参加希望者 殿

令和７年度給食業務及び食器洗浄部外委託の入札について

【提出書類】

１ 資格審査結果通知書、令和６年度分社会保険及び労働保険の納入証明書、業務提案書

２ 市場価格調査票

３ 入札書、入札書（各月金額内訳）及び積算価格内訳明細書（様式随意）

【今後の流れ】

１月１７日１７時までに 資格審査結果通知書、令和６年度分社会保険（健康保険及び

厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び労働者災害補償保

険）の納入証明書、業務提案書の提出（細部は公告のとおり）

１月２４日までに 入札参加資格審査結果通知

１月３１日１７時までに 市場価格調査票の提出

２月３日１７時までに 入札書、入札書（各月金額内訳）及び積算価格内訳明細書

（郵送等の場合） （様式随意）の提出

２月４日１３時１０分 開 札

入札に関して不明な事項はご連絡ください。

〇 入札に関する事項

〒４８６－８５５０ 春日井市西山町無番地

陸上自衛隊春日井駐屯地 第４０８会計隊春日井派遣隊

担 当：赤塚

ＴＥＬ：０５６８－８１－７１８３（内線３４５）

ＦＡＸ：０５６８－８１－９０７２ E-mail ☞

E-mail：ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

〇 仕様書に関する事項

陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊 補給科糧食班

担 当：山本

ＴＥＬ：０５６８－８１－７１８３（内線３４０）



１　件　　　名： 給食業務部外委託ほか１件

２　金　　　額：￥　 （消費税抜）

３　内　　　訳 （消費税抜）

単位 数量

式 1

式 1

４　履行場所：陸上自衛隊春日井駐屯地

６　入札書有効期間：令和７年４月１日

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項

等を承諾のうえ入札いたします。

　また、当社（私(個人の場合)、当団体(団体の場合)）は「入札及び契約心得」に示さ

れた暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　　年　　　月　　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊春日井駐屯地

第４０８会計隊春日井派遣隊長　赤塚　弘樹　殿

住　所

商号又は名称

代表者氏名 印

金　額件　　名

給食業務部外委託

５　履行期限：令和７年４月１日～令和８年３月３１日

入　　札　　書

規格

仕様書のとおり

単価

仕様書のとおり食器洗浄作業等部外委託

計



１　件　　　名： 給食業務部外委託ほか１件

２　金　　　額：￥　 （消費税抜）

３　内　　　訳 （消費税抜）

単位 数量

式 1

式 1

４　履行場所：陸上自衛隊春日井駐屯地

６　入札書有効期間：令和７年４月１日

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項

等を承諾のうえ入札いたします。

　また、当社（私(個人の場合)、当団体(団体の場合)）は「入札及び契約心得」に示さ

れた暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　　年　　　月　　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊春日井駐屯地

第４０８会計隊春日井派遣隊長　赤塚　弘樹　殿

住　所

商号又は名称

代表者氏名 印

計

５　履行期限：令和７年４月１日～令和８年３月３１日

食器洗浄作業等部外委託 仕様書のとおり

件　　名 規格 単価 金　額

給食業務部外委託 仕様書のとおり

入　　札　　書

税抜きの金額を記入

ゴム印を使用する場合は、住所・

社名・代表者名が印字されたもの

を使用してください。

代表者印を押印

税抜きの金額

を記入

税抜きの金額

を記入

税抜きの金額

を記入

積算価格内訳明細書（様式随意）を必ず

添付してください。



給食業務部外委託 食器洗浄等部外委託 合計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

履行期間
（月区分）

金額（消費税抜き）

入　札　書

（各月金額内訳）



給食業務部外委託 食器洗浄等部外委託 合計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

入　札　書

（各月金額内訳）

履行期間
（月区分）

金額（消費税抜き）

〇各月の食数、平日・休日等

に応じて所要の金額を記載

〇入札金額を各月に平準化し

た金額でも構いません。

〇消費税抜きの金

額を記載してくだ

さい。

〇合計欄が各月の合計と確

実に一致するよう記入して

ください。



市場価格調査票（給食業務） 【陸上自衛隊春日井駐屯地】
提出期限：令和７年１月３１日

市場価格調査については、当調査票をお使いいただくか
任意の様式でも結構です。（ＦＡＸ、メール可） 令和　　年　　月　　日

分任契約担当官 住　所
陸上自衛隊春日井駐屯地 商号又は名称
第４０８会計隊春日井派遣隊長　赤塚　弘樹　殿 代表者氏名

TEL：０５６８－８１－７１８３　内線３４５（担当：赤塚）
FAX：０５６８－８１－９０７２
E-mail：ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

円　　※税抜き　　下記①～⑦の合計

人件費及び勤務体制

時間単価※１ 調理師資格保有者 円（作業１時間あたり）※２

作業従事者 円（作業１時間あたり）
※１　第２項以降に係る経費を除いた単価
※２　募集上、深夜早朝（２２時～５時）、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能

１人あたりの作業時間
（時間）

人数
(人)

日数
（日）

調理師※４

作業従事者
調理師

作業従事者
調理師

作業従事者
調理師

作業従事者
調理師

作業従事者
調理師

作業従事者
①

※３　シフトが３コ区分でない場合は追加・削除可能
※４　調理師・作業従事者以外の区分が必要な場合は追加可能（正社員等）
※　　月額での給与体系である場合は、月額である旨を明確にしたうえで記入可能

交通費・賞与等 項　目
１人あたりの作業時間

（時間）
人数
(人)

日数
（日）

②
※　賞与等がある場合は追加可能

各種保険料等 一式 円 ③

調理師 作業従事者
健康保険
介護保険

厚生年金保険
雇用保険
労災保険

子ども・子育て拠出金
その他（　　　　　）

消耗品（被服費を含む、細部は仕様書参照） 一式 円 ④

衛生管理費 一式 円 ⑤

衛生管理費
（内訳）

１人あたりの金額
（円）

人数
(人)

回数
（回）

菌検索※
健康診断費
クリーニング

※　その他仕様上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能

その他 一式 円 ⑥
※　該当がある場合には必ず項目、数量、金額の内訳を示すこと

一般管理費 ％ 円 ⑦
※　上記①から⑥の費用を含まない（二重計上とならない）率、金額

合　　計

合計額
(円)

夕シフト

昼シフト

朝シフト※３

朝シフト

昼シフト

給食業務部外委託　　　計　

夕シフト

平　日

休　日
（土・日・祝日）

項　　目

項　目

合計額
(円)

保険料率（％）
（事業者負担分のみ）

適用人数（人）

合計額
(円)



市場価格調査票（食器洗浄等） 【陸上自衛隊春日井駐屯地】
提出期限：令和７年１月３１日

市場価格調査については、当調査票をお使いいただくか
任意の様式でも結構です。（ＦＡＸ、メール可） 令和　　年　　月　　日

分任契約担当官 住　所
陸上自衛隊春日井駐屯地 商号又は名称
第４０８会計隊春日井派遣隊長　赤塚　弘樹　殿 代表者氏名

TEL：０５６８－８１－７１８３　内線３４５（担当：赤塚）
FAX：０５６８－８１－９０７２
E-mail：ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

円　　※税抜き　　下記①～⑦の合計

人件費及び勤務体制

時間単価※１ 作業従事者 円（作業１時間あたり）※２

※１　第２項以降に係る経費を除いた単価
※２　募集上、深夜早朝（２２時～５時）、土・日・祝日割増が必要な場合は、単価区分の追加可能

１人あたりの作業時間
（時間）

人数
(人)

日数
（日）

朝シフト※３

昼シフト
夕シフト
朝シフト
昼シフト
夕シフト

①
※３　シフトが３コ区分でない場合は追加・削除可能
※４　調理師・作業従事者以外の区分が必要な場合は追加可能（正社員等）
※　　月額での給与体系である場合は、月額である旨を明確にしたうえで記入可能

交通費・賞与等 項　目
１人あたりの作業時間

（時間）
人数
(人)

日数
（日）

②
※　賞与等がある場合は追加可能

各種保険料等 一式 円 ③

調理師 作業従事者
健康保険
介護保険

厚生年金保険
雇用保険
労災保険

子ども・子育て拠出金
その他（　　　　　）

消耗品（被服費を含む、細部は仕様書参照） 一式 円 ④

衛生管理費 一式 円 ⑤

衛生管理費
（内訳）

１人あたりの金額
（円）

人数
(人)

回数
（回）

菌検索※
健康診断費
クリーニング

※　その他仕様上の衛生管理を実施するために必要な項目があれば追加可能

その他 一式 円 ⑥
※　該当がある場合には必ず項目、数量、金額の内訳を示すこと

一般管理費 ％ 円 ⑦
※　上記①から⑥の費用を含まない（二重計上とならない）率、金額

食器洗浄作業等部外委託　　　計　

合計額
(円)

項　　目

合　　計

項　目
保険料率（％）

（事業者負担分のみ）

平　日

休　日
（土・日・祝日

合計額
(円)

合計額
(円)

適用人数（人）



令和　　　年　　　月　　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊春日井駐屯地

第４０８会計隊春日井派遣隊長　赤塚　弘樹　殿

住　所

商号又は名称

代表者氏名 ㊞

　「給食業務部外委託ほか１件」の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め、下記権限を委任します。

　なお、委任解約した場合には連署のうえ届け出ます。

　１ 入札書提出の件

　２ 見積書提出の件

　３ その他上記委任事項に関する一切の件

　　　　令和 　　年 　　月 　　日

委 任 者　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

受 任 者 　　　　　　　　　　　　　　㊞

委　任　状

（入　札）

記


